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告 示 

 

三重県告示第 288 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 2 第 1 項の規定により、三重県母子父子寡婦福祉資金貸付金

に係る償還金の収納事務を次のとおり委託します。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  委託先 

   東京都中央区日本橋 3-9-1 日本橋 3 丁目スクエア 12 階 

   弁護士法人ライズ綜合法律事務所 

2   委託期間 

   令和 6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

3  指定した日 

   令和 6 年 3 月 22 日 

 

三重県告示第 289 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  登録年月日及び登録番号 

令和元年 7 月 19 日 第 70 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

農事組合法人二子営農組合 組合長 横山 光次 三重県津市安濃町中川 13 番地 1 

3  変更内容 

代表者の氏名の変更 

組合長 横山 光次 

 

三重県告示第 290 号 

 養鶏振興法（昭和 35 年法律第 49 号）第 7 条第 1 項の規定に基づき、次のとおりふ化業者の登録をしました。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

登録番号 登録年月日 ふ化業者の名称及び住所 ふ化場の名所及び所在地  

5-1 令和 6 年 3 月 27 日 
株式会社 三重ヒヨコ 
代表取締役社長 森 康一 

津市大里野田町 1627 番地 

株式会社 三重ヒヨコ  
津市大里野田町 1634 番地 

 

三重県告示第 291 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項において準用する法第 5 条第 3 項の規定に

より次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべ

き事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 
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 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  サンシティ星川ショッピングセンター 

  桑名市星川 785 番地 

2  変更事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 岡田 元也 

株式会社サンアクティ 桑名市星川 785 番地 佐藤 詔英 

株式会社ツルカメコーポレーション 
愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 19 番 32 号 広小路ビ
ル 4Ｆ 

原岡 稔 

株式会社喜久屋 四日市市八田 1-39 片山 勝仁 

春日部 誠 員弁郡東員町城山 1-37-16 春日部 誠 

有限会社ロン 桑名市大字矢田 817 番地 丹羽 健作 

有限会社十一ヤ 桑名市大字矢田 817 番地 伊藤 裕康 

株式会社ギャリコ 21 桑名市桜通 15 番地 岩田 俊幸 

有限会社アイティオー・コーポレーション 桑名市高塚町 2 丁目 13 番地 1 伊藤 弥栄蔵 

株式会社栄屋家具店 桑名市大字江場 1391 番地 佐藤 詔英 

株式会社みるくモーモ 愛知県名古屋市天白区平針 2-1504 福永 均 

石黒 太麻美 桑名市星川 785 番地 石黒 太麻美 

ジャスフォート株式会社 
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6 ＷＢＧマリブウエス
ト 23 階 

本田 進 

株式会社モードフジ 桑名市桑栄町 1 番地 松崎 正幸 

株式会社ブルーグラス 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー8Ｆ 木村 保 

株式会社アイ・エヌ・ジー 鈴鹿市算所 2-5-1 鈴鹿ハンター内 飯場 祥英 

有限会社ミ・キ・ゴジホ 員弁郡東員町山田 2126-3 平野 美起子 

有限会社メルヘンアンドクレヨン 愛知県名古屋市緑区市鹿山 3 丁目 1 番地 熊澤 道弘 

ミノヤ商事株式会社 四日市市中部 12 番 11 号 加藤 貢 

株式会社総本家貝新新七商店 桑名市大字江場字貝戸 538 番地 1 伊藤 新吾 

常殖産株式会社 四日市市東坂部町 1734-4 清水 政朗 

株式会社柿安本店 桑名市江戸町 36 番地 赤塚 安則 

稲葉 政俊 桑名市東矢田町 57 番地 稲葉 政俊 

有限会社ミスターマイスーツ 桑名市星川 785 番地 柴田 邦雄 

水谷 久男 いなべ市員弁町下笠田 1475 水谷 久男 

株式会社ほていや 愛知県名古屋市東区泉 2 丁目 21 番地 25 号 猪飼 光義 

有限会社インポーター 桑名市松ノ木 5 丁目 13 番地 2 藤井 喜健 

株式会社ウシオ書房 桑名市大字桑名 476 番地 大河内 満 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条町大字吉行字向 1-60 吉行かも

工業団地 
矢野 博丈 

株式会社川むら 桑名市堤原 31 番地 川村 勝重 

エムケーワールド株式会社 桑名市東矢田町 57 番地 黒田 正光 

小林茶園株式会社 桑名市堤原 14 小川 博広 

  （変更後） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 
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株式会社ロピア 神奈川県川崎市幸区南幸町 2 丁目 9 番地 髙木 勇輔 

株式会社サンアクティ 桑名市星川 785 番地 佐藤 詔英 

株式会社ツルカメコーポレーション 
愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 19 番 32 号 広小路ビ
ル 4Ｆ 

原岡 稔 

株式会社喜久屋 四日市市八田 1-39 片山 勝仁 

春日部 誠 員弁郡東員町城山 1-37-16 春日部 誠 

有限会社ロン 桑名市大字矢田 817 番地 丹羽 健作 

有限会社十一ヤ 桑名市大字矢田 817 番地 伊藤 裕康 

株式会社ギャリコ 21 桑名市桜通 15 番地 岩田 俊幸 

有限会社アイティオー・コーポレーション 桑名市高塚町 2 丁目 13 番地 1 伊藤 弥栄蔵 

株式会社栄屋家具店 桑名市大字江場 1391 番地 佐藤 詔英 

株式会社みるくモーモ 愛知県名古屋市天白区平針 2-1504 福永 均 

石黒 太麻美 桑名市星川 785 番地 石黒 太麻美 

ジャスフォート株式会社 
千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6 ＷＢＧマリブウエス

ト 23 階 
本田 進 

株式会社モードフジ 桑名市桑栄町 1 番地 松崎 正幸 

株式会社ブルーグラス 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー8Ｆ 木村 保 

株式会社アイ・エヌ・ジー 鈴鹿市算所 2-5-1 鈴鹿ハンター内 飯場 祥英 

有限会社ミ・キ・ゴジホ 員弁郡東員町山田 2126-3 平野 美起子 

有限会社メルヘンアンドクレヨン 愛知県名古屋市緑区市鹿山 3 丁目 1 番地 熊澤 道弘 

ミノヤ商事株式会社 四日市市中部 12 番 11 号 加藤 貢 

株式会社総本家貝新新七商店 桑名市大字江場字貝戸 538 番地 1 伊藤 新吾 

常殖産株式会社 四日市市東坂部町 1734-4 清水 政朗 

株式会社柿安本店 桑名市江戸町 36 番地 赤塚 安則 

稲葉 政俊 桑名市東矢田町 57 番地 稲葉 政俊 

有限会社ミスターマイスーツ 桑名市星川 785 番地 柴田 邦雄 

水谷 久男 いなべ市員弁町下笠田 1475 水谷 久男 

株式会社ほていや 愛知県名古屋市東区泉 2 丁目 21 番地 25 号 猪飼 光義 

有限会社インポーター 桑名市松ノ木 5 丁目 13 番地 2 藤井 喜健 

株式会社ウシオ書房 桑名市大字桑名 476 番地 大河内 満 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条町大字吉行字向 1-60 吉行かも
工業団地 

矢野 博丈 

株式会社川むら 桑名市堤原 31 番地 川村 勝重 

エムケーワールド株式会社 桑名市東矢田町 57 番地 黒田 正光 

小林茶園株式会社 桑名市堤原 14 小川 博広 

3  変更年月日 

令和 6 年 2 月 26 日 

4  変更理由 

    小売業者の入退店のため 

5  届出の日 

令和 6 年 3 月 21 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 4 月 5 日から同年 8 月 5 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 
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三重県告示第 292 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により四日市市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地  

  Ａコープ楠店 

  四日市市楠町北五味塚字塩役 1465-1 ほか 9 筆 

2  四日市市から聴取した意見 

  意見無し 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課  

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 4 月 5 日から同年 5 月 7 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 293 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により四日市市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地  

  ピアゴ阿倉川店 

  四日市市阿倉川町 1431-1 

2  四日市市から聴取した意見 

  意見無し 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課  

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 4 月 5 日から同年 5 月 7 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 294 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により四日市市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地  

  ピアゴ久保田店 

  四日市市久保田 1 丁目 3 番 25 号 ほか 22 筆 

2  四日市市から聴取した意見 

  意見無し 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課  

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 6 年 4 月 5 日から同年 5 月 7 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 
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三重県告示第 295 号 

計量法（平成 4 年法律第 51 号）第 19 条第 1 項の規定により、南牟婁郡紀宝町及び同郡御浜町において次のと

おり特定計量器（質量計）の定期検査を実施します（ひょう量 500ｋｇを超えるはかりを除く。）。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

実  施  の  期  日 実  施  の  場  所 

令和 6 年 5 月 13 日（月） 
午後 1 時 30 分から 
午後 2 時 30 分まで 

紀宝町大里多目的集会施設 

令和 6 年 5 月 13 日（月） 
午後 3 時 30 分から 
午後 4 時 30 分まで 

紀宝町井田公民館 

令和 6 年 5 月 14 日（火） 
午前 9 時から 

午前 11 時 30 分まで 
紀宝町役場本庁舎 

令和 6 年 5 月 15 日（水） 
午前 11 時から 
正午まで 

御浜町尾呂志公民館 

令和 6 年 5 月 15 日（水） 
午後 1 時 30 分から 
午後 2 時 30 分まで 

御浜町志原公民館 

令和 6 年 5 月 16 日（木） 
午前 9 時から 

正午まで 
御浜町阿田和公民館 

令和 6 年 5 月 17 日（金） 
午前 9 時から 
正午まで 

御浜町下市木公民館 

令和 6 年 5 月 20 日（月） 午前 11 時から 電気式はかり所在場所 

令和 6 年 5 月 21 日（火） 午前 9 時 30 分から 電気式はかり所在場所 

令和 6 年 5 月 22 日（水） 午前 9 時 30 分から 電気式はかり所在場所 

 

三重県告示第 296 号 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和 6 年政令第 12 号）附則第 2 条第 1 項の規定により、なお従前

の例によるものとされた同令第 1 条の規定による改正前の令第 158 条第 1 項及び第 158 条の 2 第 1 項により、三

重県の税外収入の一部の収納事務を次のとおり委託しました。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

1  委託先 

  東京都江東区豊洲三丁目 3 番 3 号 

株式会社ＮＴＴデータ    

2  委託期間 

  令和 6 年 3 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

               

   

公 告 

 

 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 144 条の 9 第 1 項の規定に基づき、次の者を軽油引取税に係る特約業者

として指定しました。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  氏名又は名称 

  岡村 有真 

2  主たる事務所又は事業所の所在地 

  三重県度会郡度会町棚橋 554-1 

3  指定の年月日 

  令和 6 年 4 月 1 日 
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土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

  令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

野代村土地改良区（桑名市多度町多度一丁目 1 番地 1） 

 退任理事 

桑名市多度町下野代 781 番地 松 永 正 好 

   〃   〃  〃 835 番地 井 関 久 和 

  〃  〃 大鳥居 22 番地 水 谷 宏 之 

  〃  〃  〃 169 番地 江 上 元 一 

  〃   〃  南之郷 9 番地 伊 藤 敏 夫 

  〃  〃 中須 435 番地 1 水 谷 幸 正 

 退任監事 

 桑名市多度町下野代 505 番地 和 田 孝 道 

  〃  〃 大鳥居 240 番地 岩 嵜 淳 二 

  〃  〃 南之郷 11 番地 藤 島 賢 一 

〃  〃 中須 1269 番地 水 谷 久 幸 

 〃  〃 下野代 488 番地 鷲 野 富 嗣 

就任理事 

桑名市多度町下野代 564 番地 伊 藤 好 宣 

  〃  〃  〃 727 番地 松 永 清 仁 

  〃  〃 大鳥居 240 番地 岩 嵜 淳 二 

  〃  〃  〃 169 番地 江 上 元 一 

  〃   〃  南之郷 643 番地 伊 藤 元 久 

  〃  〃 中須 1269 番地 水 谷 久 幸 

就任監事 

桑名市多度町下野代 505 番地 和 田 孝 道 

  〃  〃 大鳥居 123 番地 松 田   守 

  〃  〃 南之郷 13 番地 山 口   眞 

〃  〃 中須 1241 番地 水 谷 昭 一 

 〃  〃 下野代 488 番地 鷲 野 富 嗣 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量が

令和 6 年 3 月 22 日に終了した旨、国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所長から通知がありました。 

    令和 6 年 4 月 5 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（航空レーザ測量） 

2   作業地域 

松阪市阿波曽町、同市安楽町、同市井口中町、同市稲木町、同市横地町、同市下七見町、同市魚見町、同市

櫛田町、同市御麻生薗町、同市高須町、同市高木町、同市山添町、同市射和町、同市庄町、同市松名瀬町、同

市上七見町、同市新屋敷町、同市菅生町、同市清水町、同市西黒部町、同市川島町、同市早馬瀬町、同市中万

町、同市東久保町、同市東黒部町、同市法田町、同市豊原町、同市目田町、同市六根町、多気郡多気町井内林、

同町鍬形、同町兄国、同町五桂、同町五佐奈、同町荒蒔、同町佐伯中、同町三疋田、同町四神田、同町四疋田、

同町仁田、同町西山、同町西池上、同町相可、同町多気、同町朝長、同町平谷、同町牧及び同町油夫 
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発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 
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